
第６期 第２回川口市自治基本条例運用推進委員会 

次  第 

        日 時 ： 平成２7年8月7日（金）午後６時30分から  

場 所 ： キュポ・ラＭ４  会議室２号 

１ 開 会 

２ 報告事項 

 （１）川口市協働推進委員会の答申について 

３ 議 事 

（１） 今期のまとめの確認について 

（２） その他 

４  そ の 他 

５  閉   会 
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第６期第２回自治基本条例運用推進委員会 資料 

これまでの委員会で「委員会の在り方」について審議し、今後の委員会のあるべきかた

ちが示された。 

■第４期からの申し送り事項について（委員会のかたち、開催頻度等） 

１ 個別具体的な課題が生じた場合、集中的に審議する（諮問・委嘱により開催） 

２ 一定期間を空けた開催（数年経過後に開催） 

３ 常設の委員会として、諮問に応じて開催する。 

以上、３つの意見のうち、３が最も現実的であるとの結論になった。 
（※ 以上、第５期３回（平成２６年４月２５日）審議会資料より） 

■第５期委員会の成果 

任期２年ではじっくりと議論できない。また、２年任期のうち１年ごとに入れ替わる参

議院方式では議論が深まらない。 

↓ 

●参議院方式を改め、任期を４年とした。

■別視点での意見

 ●自治基本条例の市民の認知度が低い事実を、どのように啓発（広報）し、どのように

解消するかという課題を委員会の役割にするのは難しい。ただし、その時々にテーマを

変えて、より多くの多様な人間を集めて議論したほうが、かえって市民の認知度は上が

ると思う。     （第 4期第 8回 平成 25年 11月 22 日の議事録より） 

●この委員会は諮問事項に対して答申するだけではなく、今までの答申に対する経過を

確認すること、(フィードバックすること)も大事ではないかと思う。 
（第 5期第２回 平成 26年 1月 2４日終了後の各委員の意見より） 

●「自治」＝「市民自らが声を発し、自らの地域で暮らしを自らが運営していく」とい

うのが根底にあるべき考え方（理想）かと思う。条例を広報するのではなく、自治を実

践している具体的な取組みや政策などの例を共有し、そうした取り組みを増やすなど、

目に見える形に提示し、促していく必要があると思う。条例がないと進まない「自治」

より、条例がなくとも「自治」が進んでいる状態の方が、望む姿かと思う。 
（第 5期第２回 平成 26 年 1 月 2４日終了後の各委員の意見より） 

現行委員会に残された問題点として、委員会の役割は、『条例改正の要否と検証に絞った

ほうが良い』という意見と『諮問事項以外も役割とすべき』『テーマ別の分科会を設ける』

などの意見があった。※次ページ参照 



運用と啓発も本委員会の

役割である

委員会の細分化

ＷＧ・テーマ別分科会

など

各委員のこれまでの意見による委員会のかたちと役割 

        （第５・６期委員会審議内容） 

 １ 

２ 

■今後の委員会のかたち 

３パターン（案）

※ 

議論の中での意見の方向性 

【残された課題】 

・諮問と委員会はセットなので、諮問によって委員会の在り方も左右されてしまう。 

・市長の諮問により審議内容は変わってしまう。 

・自治基本条例の認知度を上げる方策 

（以上、第５期４回委員会Ｈ26.5.30 議事録より抜粋） 

・仮にファイアーアラーム型にした場合、アラームはどう設定するのか。（委員長より） 

自治基本条例運用推進

委員会は、ファイアー

アラーム型で、条例改

正が必要な場合に設置

する違憲立法審査型の

委員会とする。 

市長からの諮問内容

にもよるが、例えば、 

・関係条例の運用状況 

・過去に出された答申

の検証を行う。

テーマ型のワーキン

グ・グループや、分科

会などを設置し、個別

具体的に審議（活動）

をメインにする。 

■現行の委員会

○審議テーマは委員会が設定   ○常設の審議会 ○年間７回程度の開催

問題点   ●役割が明確化されていない         ●半数の入替制がネック

●市民における自治基本条例の認知度が低い

●委員会を新しい

形にするべきか？

■個別具体的な課題が生じた場合に開催

○任期は２年 ○集中的に審議（ファイアー・アラーム型）？

○条例改正、あるいは具体的な課題を審議

■一定期間を経過後に開催      （４年ごとに開催など）

 ○委員会の役割は検証と条例改正に絞る

 ○常設を基本とする。


